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安全で明るい JAL

12 月 6 日乗員第 1 回控訴審での

堀弁護士の意見陳述

更生会社の業績を一切考慮しない判決は絶対に看過できない

誤り正し、整理解雇法理の正しい適用を高等裁判所に求めます

傷病欠勤基準による解雇が安全確保の社内体制に亀裂をもたらした

年齢基準による解雇は働く権利、人格と人間の尊厳を侵害

活動家を排除し、組合の弱体化をねらい強行された不当な整理解雇

公正な判決を下すために控訴人に十分な主張・立証の機会を

JAL 不当解雇撤回ニュース No227 号

12 月 14 日客乗第 1 回控訴審での

今村弁護士の意見陳述

削減目標は達成されていた

2011 年 1 月から 3 月で 218 名が退職

解雇の真の目的は不当労働行為

間違った、許されない解雇

JAL 不当解雇撤回ニュース No230 号

http://www.jalkaikotekkai.com/news/news227.pdf
http://www.jalkaikotekkai.com/news/news230.pdf


今後の予定

2 月 7 日 (木)

控訴審 パイロット 第 2 回口頭弁論

東京高裁 101 号法廷

14:30 ～ （傍聴券抽選 13:40）

3 月 1 日 (金)

控訴審 客室乗務員 第 2 回口頭弁論

東京高裁 101 号法廷

14:30 ～ 15:00


